
園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部

論文集編集規程
（平成 21年 4月 1日制定）

改正 平成 25年 4月 1日

（趣旨）

第 1条 この規程は、園田学園女子大学及び園田学園女子大学短期大学部（以下、「本学」とい

う。）における学術研究の成果の発表を目的として本学が発行する論文集（以下、「論文

集」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（名称）

第 2条 論文集は「園田学園女子大学論文集（英語表記：SONODAJOURNAL）」と称する。

（発行）

第 3条 論文集は、原則として年度 1回発行する。

（論文集編集委員会）

第 4条 論文集の発行にあたり、論文集編集委員会（以下、「編集委員会」という。）を置く。

2 編集委員会は、次の委員をもって組織し、図書館長を委員長とする。

⑴ 図書館長

⑵ 各学科長

⑶ 委員長の推薦する図書館委員 若干名

第 5条 編集委員会は、第 6条に定める論文集編集実務委員会の検討結果を参照する等により投

稿論文を審査し、論文集への掲載の採否を決定する。

（論文集編集実務委員会）

第 6条 編集委員会に論文集の編集等の実務を担当する論文集編集実務委員会（以下、「編集実

務委員会」という。）を置く。

2 編集実務委員会は、編集委員の中から選出された委員若干名をもって組織し、編集委員会委

員長を委員長とする。

3 編集実務委員会は、投稿原稿について事前に検討し、編集委員会にその結果を報告する。

4 編集実務委員会は、必要に応じて編集委員以外の専門研究者に投稿論文の審査を依頼又は意

見を求めることができる。

5 前項の場合、その結果を編集委員会に報告することとする。

（投稿資格等）

第 7条 投稿資格、その他論文の投稿に関し必要な事項は別に定める。
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（所轄）

第 8条 論文集の編集に関する事務は図書館事務室がこれを担当する。

（規程の改廃）

第 9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、学長が行う。

（補則）

第10条 この規程に定めるもののほか、論文集の編集に関し必要な事項は、学長が定める。

付 則

この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。

付 則

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部

論文集投稿規程
（平成 10年 4月 30日制定）

改正 平成 10年 6月 30日 平成 17年 5月 19日
平成 21年 4月 1日 平成 25年 4月 1日
平成 26年 4月 1日 平成 30年 4月 1日

（趣旨）

第 1条 この規程は、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部論文集編集規程」（平成

21年 4月 1日制定）第 7条の規定により、論文の投稿に関して必要事項を定めるものと

する。

（投稿資格）

第 2条 論文を投稿できる者は、次の者とする。

⑴ 本学の専任教育職員。ただし、共同執筆者として他の者を含むことができる。

⑵ その他、論文集編集委員会が認めた者

（掲載の採択）

第 3条 投稿論文の論文集への掲載の採択は、論文集編集委員会が決定する。

（原稿の用紙、分量等）

第 4条 投稿論文の原稿の用紙、分量等については次に定めるとおりとする。

2 用紙は、A 4縦長とする。

3 分量等は和文・欧文それぞれ次のように定める。

⑴ 和文

① ワープロ使用・横書を原則とする。

② 43文字×34行を 1ページとし、20枚以内とする。

③ やむを得ない場合のみ例外として手書き原稿・縦書を認める。その場合の分量は、

1）手書きの場合は二万字（四百字詰め原稿用紙 50枚）以内とする。

2）ワープロ使用縦書原稿の場合は（30文字×23行）×2段を 1ページとし、20枚以内と

する。

⑵ 欧文

① ダブル・スペースで打つ。

② 86 letters×34 lines を 1ページとし、20枚以内とする。

4 その他

⑴ 和文の場合は欧文タイトルをつけること。
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⑵ 要旨

① 論文が和文の場合は、欧文シノプスを 100 words 以内でつけてよい。

② 論文が欧文の場合は、和文要旨を 200字以内でつけてよい。

（投稿の申し込み）

第 5条 投稿希望者は、所定の用紙によって投稿を申し込む。

2 投稿の申し込み締め切りは、7月末日とする。

3 申し込みは、所定の申込書を図書館事務室に提出する。

（原稿締め切り）

第 6条 投稿原稿の締め切りは、9月末日とする。

2 原稿は、それを収録した記録媒体（CD・USB メモリ等）を添えて図書館事務室に提出す

る。

（投稿原稿の記載、校正等）

第 7条 投稿原稿の記載及び校正等については、次のとおりとする。

2 図・表・写真は本文原稿とは別にし、挿入すべき位置と大きさの指定を本文原稿に明示す

る。

3 カラー写真の使用は原則として認めない。ただし、編集委員会が特別に認めた場合は使用す

ることができる。

4 和文原稿の場合は、原則として常用漢字を使用し、新仮名遣いによる表記とする。

5 英語英文学関係等の場合は、MLA に準ずる。

6 欧文原稿の場合、ゴチック体・イタリック体にするものは、該当箇所にアンダーラインを付

し、それぞれその下に「ゴチ」・「イタ」と指示する。

7 漢字使用国以外の外国の人名・地名・書名等には、原則として初出箇所で原綴りを付記す

る。

8 漢文の返り点・送り仮名は半字分として書く。

9 文献を脚注としない。

10 引用文献の書式は各自専門の書式に従う。

11 原稿末尾に、ひらがな書きの氏名と、専攻を記入する。（例）そのだ たろう 西洋史

12 完全原稿で提出し、校正時に組版等に影響を与えるような改変・書き換えは認めない。

13 原稿とは別に、論文題目・筆者名を和文・欧文で記入したものを提出する。

14 印刷校正は、筆者自身が再校まで行うが、校正原稿の返却の日時を厳守する。

15 抜き刷りは 30部作成し、筆者に進呈する。

（著作権）

第 8条 掲載論文の電子化及び web 上での公開に関する著作権は、編集委員会に委譲する。

付 則

この規程は、平成 10年 4月 30日から施行する。
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付 則

この規程は、平成 17年 5月 19日から施行する。

付 則

この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。

付 則

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。

付 則

この規程は、平成 26年 4月 1日から施行する。

付 則

この規程は、平成 30年 4月 1日から施行する。
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